
第２回白井市在宅医療・介護連携、 
認知症対策推進協議会 

                     
                 2017.９.21 白井市保健福祉センター 
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会議開催の前に・・・ 
    本協議会の役割について ※再確認 
目次 
１．在宅医療・介護資源の現状について    
 
２．白井市の目指す姿について 
 
３．認知症初期集中支援チーム設置について 
 
４．課題別ワーキング取り組み報告 
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●白井市の現状や課題を共有し、あるべき姿    

 （目標）や今後の方針について具体化する。 

●課題に対する対応策を具体化し、優先順位を 

 決める。ワーキングで取り組む課題設定を行う。 

 また、ワーキングからの提案を協議し決定する。 

●会議を通して、関係機関のネットワークを構築し、 

 関係機関同士の役割の明確化を行う。 

協議会の具体的な役割 
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在宅医療・
介護、認知
症対策推進
協議会 

医師会 

歯科医師
会 

薬剤師会 

訪問看護
ステーショ

ン 

介護支援専
門員協議会 

訪問 

リハビリ 

訪問介護事
業所 

民生委員 

消防署 

警察署 



 
本日の会議の到達目標 
 
１．在宅医療・介護資源の現状について理解する。   
   
２．これから白井市が目指す地域包括ケアシス  
  テムの姿をイメージできる。 
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１．在宅医療資源・介護資源の現状 
   について 
 
 （１）県内における在宅医療資源の状況  
 

 

       資料１－１参照 
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４．在宅医療資源の状況 

市区町村別 訪問診療実施診療所数（26.10.1）

凡 例

８０か所以上

か所

千葉市

鋸南町

銚子市市川市
船橋市

館山市

木更津市

松戸市

茂原市

佐倉市

東金市

旭市

習志野市

柏市

勝浦市

市原市

流山市

八千代市

我孫子市

鴨川市

鎌ケ谷市

君津市

富津市

浦安市

四街道市

袖ケ浦市

八街市

印西市
白井市

富里市

南房総市

匝瑳市

香取市

山武市

いすみ市

大網白里市

酒々井町

栄町

神崎町

多古町

東庄町

芝山町

横芝光町

一宮町
睦沢町

長生村

白子町長柄町

長南町

大多喜町

御宿町

成田市

九十九里町

野田市

８０か所未満

４０か所未満

１０か所未満

５か所未満

開設なし

市区町村別 訪問診療実施診療所数(26.10.1）

＜人口１０万人当たり＞

凡 例

２４か所以上

か所

千葉市

鋸南町

銚子市市川市
船橋市

館山市

木更津市

松戸市

茂原市

佐倉市

東金市

旭市

習志野市

柏市

勝浦市

市原市

流山市

八千代市

我孫子市

鴨川市

鎌ケ谷市

君津市

富津市

浦安市

四街道市

袖ケ浦市

八街市

印西市
白井市

富里市

南房総市

匝瑳市

香取市

山武市

いすみ市

大網白里市

酒々井町

栄町

神崎町

多古町

東庄町

芝山町

横芝光町

一宮町
睦沢町

長生村

白子町長柄町

長南町

大多喜町

御宿町

成田市

九十九里町

野田市

２４か所未満

１６．４か所未満

８か所未満

４か所未満

開設なし

資料１－１より抜粋 



４．在宅医療資源の状況 

市区町村別 訪問診療実施診療所数(26.10.1）
＜高齢者人口10万人当たり＞

凡 例

６４か所以上

か所

千葉市

鋸南町

銚子市市川市
船橋市

館山市

木更津市

松戸市

茂原市

佐倉市

東金市

旭市

習志野市

柏市

勝浦市

市原市

流山市

八千代市

我孫子市

鴨川市

鎌ケ谷市

君津市

富津市

浦安市

四街道市

袖ケ浦市

八街市

印西市
白井市

富里市

南房総市

匝瑳市

香取市

山武市

いすみ市

大網白里市

酒々井町

栄町

神崎町

多古町

東庄町

芝山町

横芝光町

一宮町
睦沢町

長生村

白子町長柄町

長南町

大多喜町

御宿町

成田市

九十九里町

野田市

６４か所未満

４８か所未満

３３．５か所未満

１６か所未満

開設なし

市区町村別 訪問診療実施診療所割合(26.10.1）

訪問診療実施診療所数／一般診療所数

凡 例

５０％以上

か所

千葉市

鋸南町

銚子市市川市
船橋市

館山市

木更津市

松戸市

茂原市

佐倉市

東金市

旭市

習志野市

柏市

勝浦市

市原市

流山市

八千代市

我孫子市

鴨川市

鎌ケ谷市

君津市

富津市

浦安市

四街道市

袖ケ浦市

八街市

印西市
白井市

富里市

南房総市

匝瑳市

香取市

山武市

いすみ市

大網白里市

酒々井町

栄町

神崎町

多古町

東庄町

芝山町

横芝光町

一宮町
睦沢町

長生村

白子町長柄町

長南町

大多喜町

御宿町

成田市

九十九里町

野田市

５０％未満

２５％未満

１３．２％未満

１０％未満

開設なし



４．在宅医療資源の状況 

市町村別６５歳以上人口１0万人当たり

訪問看護ステーション 開設状況(28.7.1)

凡 例

全国平均（24）以上

か所

中央区

花見川区

稲毛区

鋸南町

若葉区

緑区

美浜区

銚子市市川市
船橋市

館山市

木更津市

松戸市

茂原市

佐倉市

東金市

旭市

習志野市

柏市

勝浦市

市原市

流山市

八千代市

我孫子市

鴨川市

鎌ケ谷市

君津市

富津市

浦安市

四街道市

袖ケ浦市

八街市

印西市
白井市

富里市

南房総市

匝瑳市

香取市

山武市

いすみ市

大網白里市

酒々井町

栄町

神崎町

多古町

東庄町

芝山町

横芝光町

一宮町
睦沢町

長生村

白子町長柄町

長南町

大多喜町

御宿町

成田市

九十九里町

野田市

全国平均（24）未満

10か所未満

開設なし

市町村別６５歳以上人口１0万人当たり

在宅療養支援診療所（病院）開設状況(28.4.1)

凡 例

全国平均（47）以上

か所

中央区

花見川区

稲毛区

鋸南町

若葉区

緑区

美浜区

銚子市市川市
船橋市

館山市

木更津市

松戸市

茂原市

佐倉市

東金市

旭市

習志野市

柏市

勝浦市

市原市

流山市

八千代市

我孫子市

鴨川市

鎌ケ谷市

君津市

富津市

浦安市

四街道市

袖ケ浦市

八街市

印西市
白井市

富里市

南房総市

匝瑳市

香取市

山武市

いすみ市

大網白里市

酒々井町

栄町

神崎町

多古町

東庄町

芝山町

横芝光町

一宮町
睦沢町

長生村

白子町長柄町

長南町

大多喜町

御宿町

成田市

九十九里町

野田市

全国平均（47）未満

10か所未満

開設なし

※全国平均は、平成２６年
度の医療施設調査より算

出 

※全国平均は、平成２６年
度の介護サービス施設・事

業所調査より算出 



（２）市内における在宅医療・介護資源 
   の状況について 
 

  ～マッピング作業を通して、 
          現状を理解しましょう。～ 
  ＜順番＞  
  ①在宅医療が提供される場所（自宅以外） 
 
  ②在宅医療に関わる病院・診療所・歯科診療所・ 
    薬局・訪問看護ステーション・訪問リハビリ 
 
  ③介護サービス事業所（居宅介護支援事業所・ 
    訪問介護事業所） 
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作業の前に・・・  
 「在宅医療が提供される場所とは」 

 
 居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、   
 軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人 
 保健施設、その他医療を受ける者が療養生活を  
 営むことができる場所であって、現在の病院・ 
 診療所以外の場所 

 
 ＜順番＞  
  ①在宅医療が提供される場所（自宅以外）を確認 
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 ＜順番＞ 
 ②在宅医療に関わる病院・診療所・歯科診療所・ 

   薬局・訪問看護ステーション・訪問リハビリの所在地  
 
 

 病院 ３か所 （一般病床308, 療養病床141） 

  うち在宅療養支援病院 ０か所 
  うち訪問診療を実施する病院 ３か所（１か所は施設対象注１） 
   
 診療所 ２０か所 ※産婦人科・耳鼻科・眼科含む  
  うち往診のみ実施する診療所 ２か所 
  うち往診・訪問診療ともに実施する診療所 ４か所 
   （在宅療養支援診療所 ２か所含む注２） 
  うち介護施設へのみ訪問診療実施 １か所 
  注２：昨年実施したアンケート調査時点では1か所。その後、新たに1か所増えた。 
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 歯科診療所 ２８か所 

  うち訪問診療を実施する歯科診療所 ４か所注3  
   注3：昨年実施したアンケート調査に回答した１６歯科診療所における実施状況 

 
訪問看護ステーション ２か所 

 
訪問リハビリテーション 1か所 

 
薬局 
  うち在宅療養管理指導を行う薬局 １２か所 
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 ＜順番＞ 
 ③介護サービス事業所（居宅介護支援事業所・ 
    訪問介護事業所）の所在地 
 
 
 
 

    居宅介護支援事業所 １６か所  
 

    訪問介護事業所 ８か所  
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（３）介護保険サービス（居宅療養管理指導）   
  の平成29年5月分実績から分かること 
 
   
  居宅等で在宅医療を受けた場合、診察や検査などの医療行為   
  は医療保険が適応されます。 
   
  療養生活を送る本人や家族へ療養上の指導や助言、ケアマネ 
  ジャーへの情報提供を行った場合、「居宅療養管理指導」として  
  介護保険が適応されます。 
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２．白井市の在宅医療・介護  
連携、認知症対策の 
目指す姿について 

 
           資料２－１，２－２参照 
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～前回までの説明～ 
 
・今後、高齢者数は増加する。 
 

・それに伴い、年間死亡者数も増加する。 
 

・病院の看取り数は、ほぼ横ばい。 
 

・市内介護保険施設の増設計画はない。 
 

・多くの市民が、在宅での療養や看取りを望んでいると 
 推測される。 

           
・在宅での看取りが増加すると予想される。 

 在宅で療養し、在宅で看取る体制づくりが必要。 
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白井市が目指す2025年の姿

1 認知症初期集中支援チームのアウトリーチに

より早期対応・早期診断が行われる。

2 認知症ケアパスが本人を含めた関係者の間で

共有され、切れ目ないサービス提供がされている。

3 認知症カフェの設置や認知症パートナーによる

活動、介護教室など、認知症の方や家族を支え
る仕組みが整備されている。

4 認知症に関する正しい知識の普及啓発により、

市民が認知症予防の必要性を理解し、自ら

取り組む意識の向上が図られる。

6 認知症の方に関わる関係者が連携し、学び合い、
認知症ケアの向上が図れ、適切なサービス提供

が行われている。

～認知症になっても安心してくらせるまち白井～

認知症になっても住み慣れた地域のよい環境で暮らし続

けることができる社会が実現されている。

1 切れ目のない在宅医療と介護の連携体制の

構築が推進される。

2 在宅医療に関わる人材の育成がすすみ、在宅
医療・介護に取り組む仲間が増える。また、多

職種間の連携が促進される。

3 市民に対して、在宅療養、在宅看取りについて

の普及啓発が行われ、理解が深まる。

4 近隣市町村との情報共有、支援体制が整備さ
れる。

住み慣れた地域で在宅療養、さらには在宅看取りが

選択できる体制が整い、最期まで過ごすことができる。

資料２－２

在宅医療・介護連携 認知症支援



３．白井市における 
認知症初期集中支援チームの 

設置について 
 

平成２９年９月21日（木） 

白井市健康福祉部高齢者福祉課地域包括支援センター 

資料３ 



認知症初期集中支援チームとは 



事業実施方針 

  認知症になっても本人の意思が尊重され、
できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮
らし続けることができるよう、認知症初期
集中支援チームを設置し、地域包括支援セ
ンターを中心とする様々な既存の連携体制
を活かしながら、認知症の人やその家族を
速やかに適切な医療・介護等の支援につな
げる。 



本市におけるチーム設置までの経緯と予定 

時期 内容 

平成28年7月 情報収集 千葉県認知症対策推進セミナー 
「認知症初期集中支援チームの設置事例について」 

平成29年5月 実施要綱 実施要綱策定、5月31日告示 

平成29年6月 検討委員会 事業、チームの概要説明 

平成29年7月 医師会協議 医師会へサポート医の推薦依頼 

平成29年9月 検討委員会 白井市におけるチームの概要説明 

平成29年9月・11月 チーム員研修 チーム員1名ずつ受講予定 

平成29年10月～ マニュアル 活動マニュアル作成に着手 

平成29年12月～ 関係団体周知 民生児童委員、医療機関、居宅介護支援事業所、
介護保険サービス事業者、家族会、社会福祉協議
会、認知症疾患医療センター 

平成30年2月 マニュアル 活動マニュアルの完成 

平成30年4月 活動開始 市ホームページ公開、周知 



チーム設置の概要 

 設置時期 平成30年4月1日 

 

 設 置 数  1チーム 

 

 設置場所 白井市地域包括支援センター内 

 

 設置方法 直接実施 

 

 チーム員 （医 師）   市内認知症サポート医 １名         

        （医師以外） 包括職員 

                 医療系・福祉系職員それぞれ1名 



認知症初期集中支援チームの事業の仕組み 

 



４．課題別ワーキング 
      取り組み報告 
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（１）認知症対策ワーキング 資料４－１ 参照 

     7月19日、9月6日 開催 

（２）救急時情報連携ワーキング資料４－２ 参照 

        6月26日、7月20日、9月6日 開催 

（３）多職種連携研修企画ワーキング 
        資料４－３ 参照 

     7月4日、8月25日 開催 
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５．その他 
 
協議会の今後の進め方    
 
第３回 平成29年12月14日 
 在宅医療・介護連携、認知症対策における課題の抽出 
 
第４回 平成30年3月15日 
 課題を整理し、対応策の検討を行う。 
   →ワーキンググループのテーマ設定につなげる 
 

28 


